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経営分析のための豆知識⑧
決算書のどの点に注目されますか　その１

■政策・経営・組織の各委員会合同会議を開催

　　昨日（５／１４）、本年度第1回の政策・経営・組織の各委員　
　会合同会議を開催しました。

　　開催の主旨は、この4月農林水産省より公表された消費者に軸をお
いた「食」と「農」の再生プランについての協議、ともう一点は今年の

１月より週１～２回のペースで開催されています「生産調整に関する研

究会」の内容の協議検討を行ないました。

　検討結果として、

○「食」と「農」の再生プランについては、

　　①６月１３日、１４日の総会で政策提案すること

　　②それについては、協議内容を「たたき台」として、全会員へアン

　　　ケートを実施

○「生産調整に関する研究会」の内容については、

　　①５／２３開催の「運営委員会」

　　②５／２４予定の「土地利用型農業法人経営研究会」

　　③６／１３～１４の総会・セミナーの分科会「コメ政策等今後の農

　　　政の行方」

　のなかでさらに協議検討していくことが決まりました。

　農業をめぐる事業環境がまた一歩動き出します。

　会員のみなさんへはアンケートのお願い、総会・セミナーへの参加（出

席）のお願い等々することになります。お忙しい時とは思いますが多く

の会員さんからの考え・意見の提案をお願いします。

　ゴールデン・ウィークも終わり、多くの法人で前年度の決算書がそろ

そろ出来上がる頃ではないでしょうか。決算書が出来上がったとき、ど

のような点に注目してそれを御覧になりますか。金融機関は「こんな見

方をします」ということを、今回以降、しばらくお話ししたいと思います。

　大企業を別にすれば、通常の法人経営の決算書といえば、貸借対照表（バ

ランスシート）と損益計算書、それに利益処分計算書と附属明細書です。

その中でも、中心になるのが貸借対照表と損益計算書の二つでしょう。

皆さんの法人の貸借対照表と損益計算書とが、お手元にありましたら、

ちょっと出して見ていただけますか。

　金融機関の職員は、御融資する際に先ず経営の安定、ということに着

目します。不安定な経営であれば、新たな投資に基づく御融資が却って

経営の足かせになり、経営状態を悪化させることが危惧されるからです。

経営の安定というのは、自己資本（貸借対照表の資本の部）の大きさで

一般に示されます。もちろん、自己資本が大きければ大きいほど、経営

は安定していることになります。貸借対照表の左側の総資産が全て自己

資本で賄われていれば、負債がない、いわゆる「無借金経営」です。こ

れほど安定した経営はありません。100㌫自己資本で賄うことは無理とし
ても、できるだけ多く自己資本でまかなうこと。すなわち、「自己資本

比率」が高いことが経営の安定には不可欠です。

自己資本比率＝自己資本÷総資産×100（%）

　御社の自己資本比率はどのくらいですか。農業法人の自己資本比率は、

一般製造業の法人に比較して概して低く、経営の安定という点では今一

歩です。30㌫ぐらいをひとつの目安にして、自己資本の増強に努めてい
ただければ、と思います。

　自己資本比率100㌫の無借金経営。これを現実に達成するのはまず不可
能でしょう。実際の経営では、資産の種類や内容に応じて、それらの取

得に充てるための資金（自己資金と長短の負債）を上手に使いわけるの

が一般的です。農地やガラス温室、畜舎といった固定資産は、その効用

が長い期間に及びます。ですから、固定資産は、返済の必要がない自己

資本又は返済期間が長期の負債で取得することが大原則です。固定資産が

自己資本又は長期の負債でどの程度まかなわれているか。それを示すのが「固

定長期適合率」です。

固定長期適合率＝固定資産÷（長期負債＋自己資本）×100（%）

　この比率は100㌫を下回っていなければなりません。もし、100㌫を超え
ているようであれば、固定資産の取得に、短期の負債が一部充てられてい

ることになります。この比率が100㌫超えれば超えるほど、資金繰りは忙
しくなり、いわゆる「自転車操業」という状態になります。

　固定資産の話をしましたが、それと対局をなすものに流動資産があるこ

とは御存知だとおもいます。1年以内に現金化する資産、これが流動資産
です。一方、1年以内に返済しなければならない、短期の負債、これを同
様に流動負債、といいます。

  固定長期適合率が100㌫を超えると、資金繰りが忙しく自転車操業になる
ことは先にお話しました。固定長期適合率と「対」で資金繰りをみるものに、

流動比率があります。

流動比率＝流動資産÷流動負債×100（%）

　１年以内に返済しなければならない短期の負債を、1年以内に現金化で
きる流動資産で賄えているかどうか、これを示すのが流動比率です。です

から、流動比率は最低でも100㌫を超えていることが必要です。
 もうお分かりになりましたね。固定長期適合率が100㌫を超えると、流動
比率は反対に100㌫を下回ります。ですから、この二つの比率は「対」だ、
と申し上げたのです。

　流動資産の中には、育成中の家畜や買いだめした飼料や肥料といったも

の（「棚卸資産」といいます。）も含まれています。これらを除いた、現金・

預貯金と現金に近い売上債権（売掛金や受取手形）など、これらを当座資

産といいます。もう一歩進めて、より手堅く資金繰りをみるとすれば、当

座比率に注意することが必要です。

当座比率＝当座資産÷流動負債×100（%）

　１年以内に返済しなければならない負債が、手持ちの現金・預貯金や売

上債権やで賄えるのであれば、すなわち、当座比率が100㌫を超えていれば、
まあ、ひと安心です。

　しかし、当座資産には売上債権が含まれます。長引く不況の中、売上債

権が予定どおり回収できないことに、お悩み、不安を感じておられる経営

者の方も少なくないでしょう。売上債権は予定どおり回収できてはじめて

現金になるものです。回収できなければ、何にもなりません。

　頼りになるのは、何といっても手持ちの現金と預貯金です。流動負債を

現金と預貯金とで全て賄えれば、良いのではないか。確かにそれはいえま

すが、流動資産を賄うだけの現金・預貯金を常に持っている、ということ

はまず不可能です。仮にそれだけの手持ちの現金などがあれば、むしろ、

ただ持って寝かしておくのではなく、むしろ有効に使う（負債の圧縮など）

べきでしょう。経常的な支払いに充てることができる、現金と預貯金と

の額がどのくらいあるか。これをみるものが手元流動性比率です。

手元流動性比率＝現金・預貯金÷月間売上高（平均月商）（か月）

　言いかえれば、何か月分の売上高に相当する現金・預貯金を保有して

いるか、ということをこの比率は示しています。きちんとした基準があ

るわけではありませんが、高すぎず、低すぎず、この比率の一応の目安

は３か月分ぐらいではないでしょうか。なぜならば、３か月間、売上げ

が全くなくても、経費の支払いに困らない、ということになるからです。

ちなみに、一般製造業のこの比率の平均は2か月半です。御社の手元流動
性比率はどのくらいになりますか。                                                  
（次回に続く）


